
下請新分野進出補助金  
（下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業） 

下請事業者
のみなさま 

親事業者のリストラ等の影響を受けた下請中小企業・小規模事業者が対象 

となります。 

「経済産業局」が、相談窓口です。 

新分野進出等への取組に、最大500万円の補助（補助率：２／３）が出ます。 

親事業者等の生産拠点が閉鎖・縮小された、または閉鎖・縮小が予定されている影響
により売上げが減少する下請中小企業・小規模事業者が対象となります。 

申請者の主たる事業所の所在地を所管する経済産業局が応募受付先、問い合わせ先  
です。 

新分野への進出等による取引先の多様化のための試作・開発、展示会出展等の費用
を補助します。 

北海道経済産業局       産業部中小企業課         ＴＥＬ ０１１－７０９－３１４０ 

東北経済産業局       産業部中小企業課        ＴＥＬ ０２２－２２１－４９２２ 

関東経済産業局      産業部中小企業課        ＴＥＬ ０４８－６００－０２９６ 

中部経済産業局     産業部中小企業課         ＴＥＬ ０５２－９５１－２７４８ 

近畿経済産業局     産業部中小企業課         ＴＥＬ ０６－６９６６－６０３７ 
                下請取引適正化推進室  

中国経済産業局     産業部中小企業課          ＴＥＬ ０８２－２２４－５６６１ 

四国経済産業局     産業部中小企業課          ＴＥＬ ０８７－８１１－８５２９ 

九州経済産業局     産業部中小企業課          ＴＥＬ ０９２－４８２－５４５０ 

沖縄総合事務局      中小企業課                ＴＥＬ ０９８－８６６－１７５５ 

中小企業庁        取引課                ＴＥＬ  ０３－３５０１－１６６９ 

 お問い合わせ先 
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